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令和４年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２ 府 省 庁 名    国土交通省         

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 都市計画税 ） 

要望 

項目名 
貯留機能保全区域の指定に係る課税標準の特例措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

都市浸水想定の区域内で、河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的

に貯留する機能を有する土地の区域を、都道府県知事等が特定都市河川浸水被害対策法第53条の規定に基

づき貯留機能保全区域として指定した場合に、当該区域内の土地に係る固定資産税及び都市計画税を減税

する。 

 

・特例措置の内容 

  貯留機能保全区域の指定を受けている土地に係る固定資産税及び都市計画税について、指定後３年間、

課税標準を１/２～５/６の範囲内で市町村の条例で定める割合とする。 

（参酌標準：２/３） 

 

関係条文 

 

特定都市河川浸水被害対策法第４条、第53条、第54条、第55条 

 

減収 

見込額 

［初年度］   －   （  －  ）  ［平年度］   ▲30.8   （ － ） 

［改正増減収額］       －                      （単位：百万円） 

 

要望理由 

 

（１）政策目的 

近年、短時間強雨や大雨の頻度・強度、総雨量等が増加している。日本各地でこれまでに経験したことの

ない豪雨により深刻な洪水や氾濫が発生しており、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、水災害の激

甚化・頻発化により多数の死傷者や甚大な物的被害が発生している。 

 このような現況に対し、今後は施設能力を超えた水災害の発生を想定し、あらゆる関係者が協働して対策

に取り組む「流域治水」の実効性を高め、河川流域内の治水安全度の向上を図る必要があるところ、令和３

年５月10日に公布された｢特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律｣（令和３年法律第31号）

において、河川に隣接する低地や雨水が溜まる窪地といった雨水等を一時的に貯留する機能を有する土地を

「貯留機能保全区域」として指定することが可能となった。この区域指定は、当該土地が有する貯留機能を

保全し、流域における浸水拡大を抑制する上で重要な流域対策である。 

 

（２）施策の必要性 

上述の貯留機能保全区域は、区域外の土地における浸水拡大を抑制する効用を有する土地について、過去

より保全されてきた土地の貯留機能を保全するため、当該区域内の土地所有者の同意を得て指定されるもの

である。この区域指定により、本来土地所有者が私的に利用できる土地において、盛土等の貯留機能を阻害

する行為が届出・勧告対象となることで、私的な行為に制約を課すこととなる。このため、当該区域の指定

を促進するためには、当該区域内の土地所有者の負担軽減を図る本特例措置が必要である。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 

○社会資本整備重点計画（令和３年５月28日閣議決定） 

河川管理者や下水道管理者等が主体となって行う治水対策を加速することに加え、関係省 

庁・官民が連携して、利水ダムを含む既存ダムやため池の洪水調節機能の強化、水田等によ

る雨水貯留浸透機能の活用、森林整備・治山対策等を進める。 

（重点施策） 

・あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」の推進 

（指標） 

・あらゆる関係者が連携して取り組む流域治水として流域対策に取り組む市町村数  

R元年度 536 → R７年度 約900 

 

○経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議決定） 

気候変動の影響により激甚化・頻発化する水害・土砂災害や高潮・高波への対策として、

堤防・ダム・砂防堰堤・下水道・ため池の整備、森林整備・治山対策、ダムの事前放流・堆

砂対策、線状降水帯等の予測精度向上、グリーンインフラの活用、災害リスクも勘案した土

地利用規制等を含むまちづくりとの連携など、流域全体を俯瞰した流域治水を推進する。 

 

政策の 

達成目標 

 

本税制特例措置の創設を通じて貯留機能保全区域の指定を促進し、３年間で30箇所の区域指

定を目指す。これにより、当該貯留機能保全区域を有する特定都市河川流域における治水安全

度の向上に寄与する。 

 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

３年間（令和４年４月１日～令和７年３月31日） 

同上の期間中

の達成目標 

 

政策の達成目標に同じ。 

政策目標の 

達成状況 

－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

３年間で30カ所の適用を見込んでいる。 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

貯留機能保全区域の指定にあたり、土地所有者への説明の際に本特例措置が設けられている

ことにより、土地所有者の早期の合意が得られ、区域指定による流域内の治水安全度の向上に

寄与する。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

－ 
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予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 

都市部を貫流する特定都市河川流域において、浸水被害を軽減し、流域の安全を確保するた

め、河川に隣接する低地や雨水が溜まる窪地等、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を面的に

有し、流域における浸水の拡大を抑制する効用を有する土地の区域の保全を図る必要がある。

そのためにも、本特例措置で税制上のインセンティブを講じた上で、貯留機能保全区域の指定

を促進することは妥当である。 

 

 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 

－ 


